
 

サマーレビュー2014 調書 

1 部局名 
（課名） 

財務部 
こども家庭部 

 
 

（財政課） 
（次世代育成課、子育て

支援課、保育課、児童

相談所） 

2 優先順位 特命 1 

3 事項名 ひとり親家庭に対する経済的な支援について（寡婦控除のみなし適用） 

4 目的 
 寡婦控除のみなし適用を実施することにより、未婚のひとり親家庭について経済

的支援を行うもの。 

5 現状及び課

題 

・所得税法において、寡婦（夫）についての所得控除（寡婦控除）を規定 
 
   所得税法第 81 条第 1 項 
    居住者が寡婦又は寡夫である場合には、その者のその年分の総所得金額、

退職所得金額又は山林所得金額から 27 万円を控除する 
 
   寡婦（夫）の要件 
    夫（妻）と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫（妻）

の生死の明らかでない者 など 
 
   ⇒婚姻歴の無いひとり親は寡婦控除の適用を受けられない 
 
・地方税法においても同様に規定 
・保育料などの算定においては、課税所得額を基準としており、サービスが適用さ

れる所得水準に違いがでている 
 
平成 26 年 2 月定例会 公明党 代表質問 松下議員 
 ・ひとり親家庭支援について 
  ⇒寡婦控除のみなし適用について検討していく 

6 政策、施策

の方向性 

寡婦控除のみなし適用を保育料等 16 事業を対象として実施する 
 
【実施事業】 
 歳入 ・保育園保育料 ・市営住宅使用料 ・市立幼稚園保育料 など 
 歳出 ・私立幼稚園就園奨励助成事業 ・母子家庭等医療事業 など 

7 関係法令等 ・所得税法（第 81 条第 1 項）、地方税法（第 314 条の 2 第 1 項）など 

8 スケジュー

ル（いつ、何

をやるか） 

・平成 27 年 4 月 1 日より実施 
 ※母子家庭等医療費助成は受給者証の更新が 10 月 1 日（10 月～9 月を事業年度

としている）のため、平成 27 年 10 月 1 日診療分から適用 
・今後、実施に向けた事務調整を進めていく 

9 他都市等の

参考事例 

 ・寡婦（夫）控除のみなし適用を実施している都市は 20 市中 10 市 
 ・実施事業数は 1 事業～14 事業と都市によってばらつきがある 

具体的内容 
10 過去のレビ

ュー等での審

議経過 

□なし(新
規提案) 
■あり 
□その他 

平成 26 年度 副市長レビュー（春） 

・提案どおり進めることについて、サマーレビューで審議を実施する。 



具体的内容 11 サマーレビ

ューで審議、

確認したい事

項 
(該当項目を□→

■) 

■事業等の 
新規提案 

□既存事業 
の見直し 

□その他 

・ 事業実施の可否及び方向性 
・ みなし適用の範囲 

政令指定都市の実施状況を踏まえ、対象範囲を最大規模に設定 

12 レビューの

論点 
(担当ヒアリングで

確 認 、 実 施 後 記

載)) 

寡婦（夫）控除のみなし適用の導入の可否と適用範囲について 

具体的内容 

13 サマーレビ

ュー結果 
(実施後記載。該

当項目を□→■) 

■提案どおり進める 
□提案内容を一部見

直して進める 
□再度、調査研究等

を行い検討 
□その他 

 

14 その他  
 


